
業務手順書　一覧

秘書広報課 秘書広報係 1 伊東市表彰式 32-1173 R6.2.29見直し

2 市の後援の名義使用承認事務 32-1173 R6.2.29見直し

3 広報いとうの印刷製本年間契約 32-1173 R6.2.29見直し

4 広報いとう発行 32-1173 R6.2.29修正

5 広報いとうの配達 32-1173 R6.2.29見直し

6 広報いとう有料広告掲載 32-1173 R6.2.29修正

7 広告選定委員会 32-1173 R6.2.29修正

8 意見箱 32-1173 R6.2.29見直し

9 地域タウンミーティング 32-1173 R6.2.29修正

10 市長への手紙 32-1173 R6.2.29見直し

11 市内施設見学 32-1173 R6.2.29修正

12 伊東市魅力あるまちづくり事業補助金 32-1173 R6.2.29修正

備考担当TEL課（事務所・局）名 係名 № 業務・事務名

1



実施稟議を起案する（日時、場所、
被招待者、式次第、表彰者名簿を決
定）。表彰状、市長式辞、進行表等
を準備する。前日に会場設営、リ
ハーサルを行う。

≪市長決裁≫
表彰式の表彰状につ
いて、表彰式の実施
について、表彰式の
市長式辞について

被表彰者へ贈呈する記念品を発
注する。

㉘
㉙
㉚

被表彰者の受章意思を確認した
後に、決定通知を発送する。

≪市長決裁≫
表彰式被表彰者の
決定通知について

㊵

実施稟議を起案する（表彰候補
者、実施日等を決定）。

・伊東市議会議員
等の報酬及び期末
手当の支給並びに
費用弁償条例

≪市長決裁≫
表彰審査委員会の
実施及び提出資料
について

各部署からの推薦を受け、表彰
候補者の一覧を作成する。

≪市長決裁≫
表彰候補者一覧に
ついて

変
更
点

各部署へ表彰候補者の推薦を依
頼する。

・伊東市功労者表
彰に関する条例
・伊東市功労者表
彰に関する条例施
行規則
・伊東市有功者等
の表彰規則
・伊東市一般表彰
に関する要綱
・伊東市功労者並
びに有功者等の表
彰に関する審査基
準

表彰候補者の戸籍抄本、刑罰等
調書を公用請求する。また、本
人の同意を得た後に市税情報を
取得する。

㊵

表彰審査委員会から審査結果に
ついて答申を受け、被表彰者を
決定する。

被表彰者とあわせて来賓等に招
待状を発送する。

【被表彰者】受章の意思表
示・決定通知の受領

被表彰者の受章意思確認・
　　　　　　決定通知の発送

招待状の発送

記念品の購入

報道発表

表彰式の実施稟議起案・準備

表彰式の開催

補足
３００万円以上の寄附は、伊東市表彰式で高額寄附者表彰を行う。
一般表彰は、市制施行５周年ごとに実施する。

≪部長決裁≫
表彰式の招待状に
ついて

７月市長定例記者会見にて被表
彰者を報道発表する。

≪部長決裁≫
伊東市表彰式被表
彰者の決定につい
て（記者会見資
料）

司会：表彰式担当者

表彰候補者の推薦依頼

【該当部署】
推薦稟議起案

表彰候補者一覧の作成

郵送

【表彰候補者】
市税情報取得の同意

表彰候補者の調査

表彰審査委員会の実施稟議起案

表彰審査委員会

被表彰者の決定

関連部門 当該部門

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 無

部 企画部 課等 秘書広報課 担当係名 秘書広報係 シート番号 1 業務・事務名 伊東市表彰式

伊東市　業務手順書

業務・事務の目的 本市の発展に寄与した功労者や本市の自治振興、公益増進に貢献した有功者、市民に感動と希望を与えた者を一般表彰者として市長が表彰する。

内包するリスク ①、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹



担当課が受領し意見を付した申
請書の内容及び添付書類を確
認、審査する。

秘書広報課におけ
る申請書の受理
↓
承認決定

５日間

申請書
≪副市長決裁≫
１回目の開催事業
≪課長決裁≫
２回目以降の開催
事業

通知に係る稟議を起案する。決
裁後は担当課から通知を発送す
る。

≪課長決裁≫
伊東市後援名義使
用承認通知書

【担当課】
完了報告書の受領

実施報告書の受理・審査

ファイリング

補足 伊東市教育委員会と連名の後援名義使用承認事務については、伊東市後援名義使用承認事務取扱要綱に準拠し、申請書等は教育委員会で処理された後に秘書広報課へ回送される。

変
更
点

申請書等の内容及び添付書類を
確認、審査する。

（必要に応じ）【担当課】変
更申請書の受領・担当課意
見・承認通知書の発送

（必要に応じ）
変更申請書の受理・審査
承認決定・通知稟議

（事業実施後）【申請者】

申請者は「伊東市後援名義使用
承認申請書」を、事業実施日の1
か月前までに担当課へ提出

・伊東市後援名義
使用承認事務取扱
要綱
・伊東市事務決裁
規程

添付書類
・事業内容がわかる
実施要項やチラシ案
等
・入場料、参加料な
どを徴収する場合
は、収支予算書

事業の内容等を変更する場合は
事業変更承認申請書等の提出を
受け、審査を行い、稟議決裁に
て承認通知を担当課から発送す
る。

秘書広報課におけ
る変更申請書の受
理
↓
承認決定

５日間

変更申請書

≪課長決裁≫
伊東市後援事業変
更承認通知書

実施報告書等の内容及び添付書
類を確認、審査する。

実施報告書

後援事業完了後１
か月以内に提出

【申請者】

【担当課】
申請書受領・担当課意見

申請書受理・審査

【担当課】
承認通知書の発送

承認決定・通知稟議

【申請者】

業務・事務の目的 主催者の行う事業の趣旨に賛同し、その開催を支援する。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 無

部 企画部 課等 秘書広報課 担当係名 秘書広報係 シート番号 2 業務・事務名 市の後援の名義使用承認事務



広報いとうへ折込を行う、伊東
市環境衛生協会・伊東市社会福
祉協議会・伊東市振興公社へ印
刷業者決定の連絡をする。

庶務課へ見積り合わせ及び契約
事務手続を依頼する。

≪課長決裁
　　　→庶務課≫
依頼文・仕様書

㉑
㉒
㉔
㉕

掲載予定を基に年間計画とペー
ジ割を作成する。

≪課長決裁≫
年間計画・毎号の
ページ割

補足

変
更
点

各課・各団体へメールで依頼す
る。

伊東市広報規則
広報いとう発行規
定

≪課長決裁≫
依頼文 ㊶

年間計画と見積りを基に仕様書
を作成する。

≪課長決裁≫
仕様書（案）

印刷業者と協議し、入稿・校
正・納品のスケジュール作成す
る。

≪課長決裁≫
年間スケジュール

広報いとうへの年間掲載予定の提出
を依頼

【各課・各団体】
年間計画・毎号の見込ページ割

の作成

仕様書作成

見積り合わせ及び
契約事務手続依頼

【庶務課】
契約締結

印刷業者と協議し製本の
年間スケジュール作成

【各種団体】
広報いとうの折込先へ

業者決定の連絡

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 市民へ行政情報を発信するための広報いとうの印刷製本の年間契約を締結する。

内包するリスク ①、㉑、㉒、㉔、㉕、㉖、㊳、㊴、㊶

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2023/2/28 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 無

部 企画部 課等 秘書広報課 担当係名 秘書広報係 シート番号 3 業務・事務名 広報いとうの印刷製本年間契約



声の広報、点訳ボランティアへ
広報いとうのコピーを提供す
る。

≪課長決裁≫
声の広報・点訳広
報の原稿

納品日に合わせて、市ホーム
ページとマチイロアプリへＰＤ
Ｆの掲載とメルマガで発行のお
知らせを配信する。

最終ＰＤＦ
≪課長決裁≫
メールマガジン配
信

校了するまで校正を行う。

３校原稿
４校原稿

最終原稿

校正された原稿を確認する。
≪課長決裁≫
２校修正原稿

秘書広報課長・課長補佐・秘書
広報係全員で校正を行う。

２校データ

各課で校正された原稿及び事務
局原稿の確認をする。

≪各課係長確認≫
初校修正原稿

初校データ

ページごとに入稿データをまと
める。
庶務課へ物品調達伺票を回付す
る。

≪部長決裁≫
入稿データ

各課から出された原稿の校正・
レイアウト・編集を行う。

各課原稿

広報いとうの編集に必要な事項
を編集長、編集次長、編集委員
（広報担当者）で協議する。

広報いとう発行規
定

広報担当者・イン
ターネットホーム
ページ運営委員名
簿

各部長へ推薦を依頼する。 伊東市広報規則
≪部長決裁≫
依頼文

各課に掲載希望記事を伺う。

取材するなどして原稿を作成
し、物品調達伺票を起票する。

伊東市物品調達規
則

≪課長決裁
　　　→庶務課≫
物品調達伺票

㉘

初校原稿を原稿提出課ごとにコ
ピーし、それぞれに締切と確認
欄印を掲載した付箋を添付して
校正を依頼する。

【図書館など】
声の広報、点訳ボランティアへの

資料提供

初校確認・修正

【印刷会社】
２校作成

２校納品

２校確認・修正

【印刷会社】
３校作成・修正

３校～最終校正

ＯＫが出るまで修正

ホームページ用ＰＤＦ作成 ホームページ・マチイロアプリの掲載
メルマガで発行のお知らせ

広報担当者
推薦依頼

【各部】
広報担当者を選出

広報いとう編集会議の開催

掲載記事の募集

【各課】
原稿提出

各課原稿取りまとめ

原稿編集作業
物品調達伺票起票

入稿
物品調達伺票回付

【印刷会社】
初校作成

初校納品

【庶務課】
回付

入稿

関連部門 当該部門

広報いとう発行

業務・事務の目的 市民へ行政情報を発信するための広報いとうを発行する。

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㉘、㉙、㊳、㊴

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2023/2/28 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 有

部 企画部 課等 秘書広報課 担当係名 秘書広報係 シート番号 4 業務・事務名



関連部門 当該部門

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

意見やアンケート結果を生か
し、改善に繋げる。

市政ＷＥＢアンケート等で広報
いとうに関する意見や評価を把
握する。

広報担当者会議にて意見聴取

印刷業者より請求書を受領す
る。

請求書

請求書受領後
３０日以内に支払

伊東市会計規則
請求書が届いたら支出負担行為
伺兼支出命令書を起案決裁後、
会計課へ回付

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為兼支
出命令書

⑬
⑭
⑮

毎月１日発行。納品は発行月前
月の25日前後。納品されたら納
品確認。
広報配達業務委託業者が各町内
会等へ配送する。

伊東市物品調達規
則

広報いとう ㉙

広報いとう発行改善

補足

変
更
点

広報いとう（市民向け）アンケートについて、現行に即して修正。

印刷・製本

納品・発行

【印刷業者】
請求書提出

請求書受領

支払確認

広報担当者会議

広報いとう（市民向け）アンケート

支出負担行為兼支出命令書
起案・決裁

【会計課】
審査・支払

【印刷業者】

回付

支払

支払状況を財務会計システムで
確認する。



毎月25日前後の２日間で、各町
内会・自治会などへ広報いとう
を配達。配達後に広報配達委託
業務報告書を受領し、委託業務
履行の確認

業務報告書 ㉖

広報配達委託業務実施計画書に
より、実施期日と実施内容、経
費を確認

広報配達委託業務
実施計画書

契約締結後
１０日以内

広報配達業務の実施及び委託契
約の締結に係る稟議起案・決裁

≪課長決裁≫
広報配達業務委託
契約書

広報配達委託業者と広報配達業
務委託契約締結する。

広報配達業務委託
契約書

広報配達業務委託契約の仕様書
（案）を作成し、広報配達委託
業者へ見積書の作成を依頼す
る。

≪課長決裁≫
仕様書（案）

【広報配達委託業者】
広報いとうの配達先変更

配達部数変更対応

仕様書作成

【広報配達委託業者】
見積書作成

広報配達業務の実施及び委託契約の
締結に係る稟議起案・決裁

【広報配達委託業者】 広報配達業務委託契約締結

【広報配達委託業者】
広報配達委託業務実施計画書作成

広報配達委託業務実施計画書

【広報配達委託業者】
配達実施

広報配達委託業務報告書の受領

支払

【会計課】
審査・支払

【広報配達委託業者】

⑬
⑭
⑮

支出負担行為兼支出命令書
起案・決裁

㉑
㉒
㉔
㉕

請求書受領

支払確認
支払状況を財務会計システムで
確認する。

請求書受領後
３０日以内に支払

伊東市会計規則

伊東市契約規則

関連部門 当該部門

補足

変
更
点

委託業者より請求書を受領す
る。

請求書

各町内会や自治会から広報いと
うの配達先・部数の変更の連絡
があった際は情報共有し、都度
対応する。

【広報配達委託業者】
請求書提出

回付
請求書が届いたら支出負担行為
伺兼支出命令書を起案決裁後、
会計課へ回付

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為兼支
出命令書

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

業務・事務の目的 市民へ行政情報を発信するための広報いとうを町内会や自治会等へ配達する。

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㉑、㉒、㉔、㉕、㉖、㊳、㊴

事務・業務フロー
事務内容又は目的

伊東市　業務手順書

当初作成日 2023/2/28 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 無

部 企画部 課等 秘書広報課 担当係名 秘書広報係 シート番号 5 業務・事務名 広報いとうの配達

事務手続に
要する期間



伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 有

部 企画部 課等 秘書広報課 担当係名 秘書広報係 シート番号 6 業務・事務名 広報いとう有料広告掲載

業務・事務の目的 広報紙へ有料広告を掲載し、制作費の一部に充てる。

内包するリスク ①、⑤、⑦、⑨、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

【広告掲載決定者】 決定通知・納付書送付

通知

調定

広告料収入

【印刷業者】 掲載広告作成

広告掲載

広報紙・ホームページにより募集

【広告掲載希望者】 申込受付

申込

提出内容の確認

審査依頼

依頼

【広告選定委員会】

審査結果受領

回答

補足

変
更
点

見直し時改良

広報紙及び市ホームページで周
知を図る。

広告掲載の可否について審査 審査
伊東市有料広告掲
載の取扱いに関す
る要綱

決裁後、掲載承認・不承認の決
定通知と納付書を事業所あてに
送付する。

決定通知

２２日間
納付書 ㊵

収入伝票を決裁する。

申込書・広告原稿・事業所概要
を受理し、掲載申込会社一覧表
に入力。

申込書の受領
伊東市有料広告掲
載の取扱いに関す
る要綱

申込書・広告原
稿・事業所概要・
掲載申込会社一覧
表

申込書等提出内容の確認。 ↓

広告選定委員会へ審査を依頼
し、要綱に基づき要件に該当す
るか可否を問う。

審査依頼
≪課長決裁≫
審査依頼

委員会の結果を受け、可否に関
する決定及び通知について決裁
を取る。

審査結果受領
≪課長決裁≫
伊東市有料広告掲
載決定通知書

調定伝票を起案、決裁する。
≪課長決裁
　　→会計課≫
調定伝票

⑤
⑦
⑨

広報いとう

≪課長決裁≫
収入伝票 ⑨

【金融機関等】

広告料入金

【会計課】

広告掲載決定事業所の申込時に
預かった広告原稿を印刷業者に
渡す。

広告原稿

掲載原稿を校正、確認し掲載す
る。

↓

↓

↓



伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 有

部 企画部 課等 秘書広報課 担当係名 秘書広報係 シート番号 7 業務・事務名 広告選定委員会

業務・事務の目的 広告掲載の可否を決定するに当たり、委員会で審査を行う。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

依頼

依頼

【収納課・水道課】
市税の納付状況・水道料金の支払

状況の照会

回答

【広告選定委員会委員】 広告選定委員会の開催決定

通知

広告選定委員会の開催・審査

【担当課】 広告掲載可否の回答

回答

補足

変
更
点

見直し時改良

依頼書と伊東市有料広告掲載申
込書の内容及び添付書類を確
認、受領する。

依頼書
申込書

広告選定委員へ広告選定委員会
の開催を通知する。

≪課長決裁≫
・開催通知
・有料広告掲載申込書（写）
・デザイン案
・申込者概要
・市税の納付状況・水道料金の
支払状況一覧

広告選定委員会において決定さ
れた、広告掲載の可否を担当課
に回答する。

≪課長決裁≫
・伊東市有料広告
掲載の可否につい
て（回答）

【担当課】
申込書受領・審査依頼

審査依頼受領

広告選定委員会に報告する資料
として、広告掲載希望者の市税
の納付状況と水道料金の支払状
況の照会をする。

伊東市有料広告掲
載の取扱いに関す
る要綱

≪課長決裁≫
・市税の納付状況
の照会
・水道料金の支払
状況の照会

秘書広報課長は、委員会を代表
し会務を総理する。
掲載の可否について委員へ問
う。

伊東市有料広告掲
載の取扱いに関す
る要綱

【広告選定委委員】
・委員長
　秘書広報課長
・委員
　デジタル政策課長
　庶務課長
　財政課長
　産業課長



伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 無

部 企画部 課等 秘書広報課 担当係名 秘書広報係 シート番号 8 業務・事務名 意見箱

業務・事務の目的 市民の声を聞き、市政運営に活かす。

内包するリスク ㊳、㊴、㊵、㊶、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

【投書者】意見箱やＥ-意見箱、
メール等により意見等を投書

投書

投書の受付

情報提供・依頼

各担当課へ振り分け

【各担当課】回答案を作成し、
秘書広報課へ送付

各担当課からの回答案を受理

送付

回答

【投書者】回答を受理 回答

ホームページ等に回答を掲載

補足

変
更
点

意見箱やＥ-意見箱、メール等で
届いた意見等を受け付け、市長
まで供覧する。

受付処理簿
≪市長まで供覧≫
投書物

各担当課からの回答案をもと
に、回答の稟議を作成し、市長
まで決裁を取る。

≪市長決裁≫
回答文書

広く周知すべきものを抽出し、
ホームページや広報いとうに掲
載する。

ホームページ
広報いとう

内容により各担当課に情報提
供、または回答案の作成を依頼
する。

通知文書
又は依頼文書

投書者に郵便やメールで回答を
送付する。

㊵
㊶

㊹



伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 有

部 企画部 課等 秘書広報課 担当係名 秘書広報係 シート番号 9 業務・事務名 地域タウンミーティング

業務・事務の目的 市長が市民と直接対話し意見を聴くことで、世論の動向を正しく把握するとともに市政へ反映させる。

内包するリスク ㊳、㊴、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

開催時期やテーマを決定

依頼

開催日程や会場を決定

【各行政区長】町内会等の役
員等に周知するとともに、事
前意見等を集約

事前意見等の受理

提出

各担当課へ振り分け

【各担当課】回答案を作成
し、秘書広報課へ送付

依頼

各担当課から回答案を受理
送付

会議開催

会議録を作成

報告
【各担当課】会議で出た意見
等を確認する

報告

ホームページに会議の要旨を掲載

広報いとうに結果を掲載

補足

変
更
点

機構改革に伴う課名修正

各行政区長から提出された事前
意見等を受理する。

事前意見等

各担当課からの回答案をもと
に、回答の稟議を作成し、市長
まで決裁を取る。

≪市長決裁≫
回答文書

会議内容を記録する。

各行政区長へ町内会等の役員等
への周知や事前意見等の集約を
依頼し、日程の調整を行うとと
もに、会場を予約する。

各担当課へ回答案の作成を依頼
する。

≪課長決裁≫
依頼文書

市長、副市長、教育長、企画部
長が出席する。
進行は秘書広報課長、記録は秘
書広報課担当職員が行う。

各担当課に会議で出た意見等を
報告する。

≪市長まで供覧≫
会議録

全会場終了後、広報いとうに結
果を掲載する。

広報いとう

会議の要旨をホームページに掲
載する。

ホームページ ㊹



伊東市　業務手順書

当初作成日 2023/2/28 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 無

部 企画部 課等 秘書広報課 担当係名 秘書広報係 シート番号 10 業務・事務名 市長への手紙

業務・事務の目的 市民の声を聞き、市政運営に活かす。

内包するリスク ㊳、㊴、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

事業の周知

投書
【投書者】市長への手紙に意見
等を記入し、投函

投書の受付

情報提供
各担当課へ振り分け

【各担当課】対応等を検討

補足

変
更
点

市長への手紙の様式を広報いと
うに掲載するとともに、各コ
ミュニティセンター及び生涯学
習センターに配架する。

市長への手紙様式
広報いとう

届いた市長への手紙を受け付
け、市長まで供覧する。

受付処理簿
≪市長まで供覧≫
市長への手紙

各担当課に情報提供を行う。 通知文書

通知文書を供覧するとともに対
応等を検討し、市政に反映させ
る。



伊東市　業務手順書

当初作成日 2023/2/28 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 有

部 企画部 課等 秘書広報課 担当係名 秘書広報係 シート番号 11 業務・事務名 市内施設見学

業務・事務の目的 市内にある施設の見学希望があった場合に対応する。

内包するリスク ㊳、㊴、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

【市民】 市内施設見学の申込み

日程調整

【市民】 決定通知・行程表作成

補足

変
更
点

申込みにLOGOフォームを導入したことによる修正

市内施設見学の申込書又はLoGo
フォームの回答一覧の確認

市内施設見学の申
込書又はLoGo
フォームの回答
データ

決定通知書と行程表を作成し、
申込者へ送付する。

≪課長決裁≫
決定通知書・行程
表

希望の施設に連絡し、見学が可
能か日程調整を行う。

【施設】

調整

㊵



伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 有

部 企画部 課等 秘書広報課 担当係名 秘書広報係 シート番号 12 業務・事務名 伊東市魅力あるまちづくり事業補助金

業務・事務の目的 市民自ら考え実践する市民主体の魅力あるまちづくりを促進する。

内包するリスク ①、⑫、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

【申請者】 申請書受領・審査

（必要に応じ）関係課合議 交付決定・通知稟議

交付決定通知書

請書の受領

（必要に応じ）変更等申請の受領・
審査・決裁・承認通知

（必要に応じ）関係課合議

（事業実施後）【申請者】 完了報告書の受領・審査

交付額確定・通知稟議

交付額確定通知書

請求兼領収書

【会計課】
審査・支払

支出負担行為伺兼支出命令書
起案・決裁

補足

【申請者】

申請者より請求兼領収書を受領
する。

請求兼領収書の受領
↓
申請者への支払

２０日間

伊東市会計規則

請求書

【申請者】

変
更
点

現行に即し修正

申請書等の内容及び添付書類を
確認、審査する。

受領
↓
決定通知
　
７日間

・伊東市魅力あるま
ちづくり事業補助金
交付要綱
・伊東市事務決裁規
程

申請書
申請者：行政区、町
内会・自治会等

決裁後、交付決定通知書を発送
する。 ㊵

事業を変更、中止、廃止する場
合は事業変更（中止、廃止）承
認申請書等の提出を受け、審査
を行い、稟議決裁にて承認通知
を交付する。

≪課長決裁≫
変更（中止、廃止）
承認通知書

財政課合議：1件あた
り交付額5万円以上
建設課合議：道路等
に関する事業

⑫

補助金の交付決定及び通知に係
る稟議を起案する。

≪課長決裁≫
補助金等の交付額決
定通知書

財政課合議：1件あた
り交付額5万円以上
建設課合議：道路等
に関する事業

⑫

【申請者】

申請者より請書の提出を受け供
覧する。

請書

申請書等の内容及び添付書類を
確認、審査する。

受領
↓
確定通知
　
７日間

完了報告書

完了日より起算し1月
を超えない日、また
は年度の末日のいず
れか早い日までに提
出させること。

補助金の交付額の確定及び通知
に係る稟議を起案する。

≪課長決裁≫
補助金等の交付額確
定通知書

⑫

決裁後、交付額確定通知を発送
する。 ㊵

支出負担行為伺兼支出命令書を
起案
決裁後、支出負担行為伺兼支出
命令書を会計課へ回付

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

⑭
⑮


